
丸亀市での新生活にあたり、ご不明な点へのご相談は以下の各担当窓口へお気軽に

ご連絡ください。

お近くの市民総合センター、市民センター窓口で手続きできる場合もあります。

（市外局番：0877）

・住民異動届（転入・転出・転居等）受付　　　 ・国民年金について　　・本人通知制度の登録

生活環境課
24-8809

35-8891

幼保運営課
35-8892

福祉課
24-8805

24-8848

高齢者支援課
24-8831

24-8807

・生活保護に関する相談

・障がい者（児）に対する福祉サービス等の相談 

・高齢者福祉について　　・養護老人ホームの入所について

　　   妊婦さん・赤ちゃんは必ずお越しください。

・特定健康診査受診券交付（丸亀市国民健康保険に加入された40～74歳の方）

・介護認定、介護保険制度についての相談

健康課
24-8806

保険課
24-8842

・各種相談について（市民相談・行政相談・行政書士相談・不動産相談・無料法律相談を含む。）

税務課
24-8804

クリーン課
58-7453

川西町
南

・ごみの収集､ごみ･資源の持ち出し場所について 　　　・コンポスト容器の申込み

・し尿及び浄化槽汚泥　　・粗大ごみの専用受付⇒ ☎0877-58-7455　　・一般廃棄物収集の受付

・各種健康診査の受診券、予防接種の予診票の交付 　・赤ちゃん訪問の手続き

・妊娠・出産・育児に関する相談・届出

2
階

・母子健康手帳、ガイドブックの交付（妊婦歯科健診、妊婦健診、乳児健診）

子育て支援課
24-8808 ・こども医療・ひとり親家庭等医療について相談、届出　　　・DV及び児童虐待に関する相談

本庁担当課

裏面もありますのでご覧ください。

・所得（課税）証明、納税証明、固定資産関係の証明の交付　　　

・市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料について  

・印鑑登録の申請、印鑑登録証明書の交付　・死亡に伴う埋火葬受付(桜谷聖苑)　　　　　  

・児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の申請

・マイナンバーカードの継続利用、券面事項変更等　　  ・おくやみの手続き

・バイク（125ｃｃ以下）の登録、廃止手続き  ・臨時運行許可について　

1
階

・保育所、こども園等の入所 （園）について
・幼稚園の入園について（入園については各幼稚園で受付します。）

   丸亀市に転入された方へ

市民課
24-8810

24-8945(年金)

・国民健康保険資格確認書について　　　　・後期高齢者医療資格確認書について

・環境（公害、美化活動支援など）について  ・飼い犬の住所等変更届出  ・市営墓地に関すること

～丸亀市での新たな生活にあたって～

・国民健康保険加入、脱退手続き

・住民票、戸籍全部・一部事項証明の交付 　・戸籍届出（婚姻・離婚・出生・死亡等）受付

担            当             業            務

・国民健康保険、後期高齢者医療の高額療養費について        

令和7年12月28日現在



（市外局番：0877）

本庁担当課

地域づくり課
24-8853

離島振興室

建築住宅課
24-8814

・水道の開栓・閉栓、名義変更、水道料金等について  　　　　　

秘書課
（広報戦略室）

24-8801

　
4
階

　　●丸　亀　市  役  所 　　〒763-8501　 香川県丸亀市大手町二丁目4番21号 　　23-2111

　　●綾歌市民総合センター 　　〒761-2492 　香川県丸亀市綾歌町栗熊西1638番地 　　86-2311

　　●飯山市民総合センター 　　〒762-8515 　香川県丸亀市飯山町川原1114番地1 　　98-2251

　　●本島市民センター　　      　 　　〒763-0223 　香川県丸亀市本島町泊410番地1 　　27-3222

　　●広島市民センター　 　　〒763-0102　 香川県丸亀市広島町江の浦373番地3 　　29-2030

　　●桜谷聖苑（火葬場）　　 　　〒761-2401　 香川県丸亀市綾歌町岡田上686番地2 　　86-1200

　　●郵便局　　　　　　　　丸亀郵便局　0570-943-143（ナビダイヤル）　　綾歌郵便局　86-3000　　飯山郵便局　98-2310

　　●軽自動車検査協会香川主管事務所　　050-3816-3122

　　●香川運輸支局　    ヘルプデスク　050-5540-2075　　　●善通寺年金事務所　　0877-62-1662

　　●ＮＨＫ受信料　0120-151515（フリーダイヤル）　●電気・ガス料金等　各契約会社

　　●丸亀警察署　22-0110　　香川県運転免許センター　087-881-0645

・丸亀市離島住民カードの交付
※離島（本島・牛島・広島・小手島・手島）に転入される方のみが対象
※航路旅客運賃が2割引きとなります。

学校教育課
24-8821

・自治会加入＆結成について　　　　　　　　　 ・コミュニティ活動について

担            当             業            務

まなび文化課
35-7628

・成人式について

3
階

・市営住宅の募集、管理など

　　　お問い合わせは管轄の善通寺年金事務所へ

＜その他＞ ℡0877（市外局番）

＜連絡先＞℡0877（市外局番）

＊　年金を受給されている方は、日本年金機構へ住所変更の届出が必要な場合があります。

・広報について   　 <広報は全世帯配布です。>

・就学児童生徒の転入学手続きについて

＊　125ｃｃ超のバイク・軽自動車・普通自動車をお持ちの方は、管轄の陸運支局・軽自動車検査協会へ

・転入学通知書は市民課及び各市民総合センターで交付

香川広域水道企業団
中讃ブロック統括センター
(お客さまセンター)98-1107


